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令 和 7 年 5 月 27 日 ～

（整理番号 2501

茨城地方労働審議会

第１回 茨城県電気機械器具製造業最低工賃専門部会

議事要旨

公開

14時05分

開 催 日 時

3 人

出 席 状 況 労 働 者 を 代 表 す る 委 員 出席 3 人 定員

使 用 者 を 代 表 す る 委 員 出席 3 人 定員

3 人

16時00分

公 益 を 代 表 す る 委 員 出席 3 人 定員 3 人

（１）専門部会運営規程等について
（２）関係家内労働者及び関係委託者の意見聴取について
（３）資料の説明、品目の説明について
（４）金額審議について
（５）その他

主 要 議 題

議 事 要 旨

（１）専門部会等の運営規程等について
専門部会部会長、部会長代理の選任が行われた。
電気機械器具製造業最低工賃改正諮問の経過について説明を行った。
運営規程（案）の説明を行い原案のとおり承認された。

（２）関係家内労働者及び関係委託者の意見聴取について
家内労働法第11条第１項の規定に基づき３月11日付けで意見書の提出を求める旨

の公示を行い、３月25日までの期限内に意見書の提出はなかったことを報告した。
参考人聴取について、双方の関係団体がなく関係企業も少ないことから人選は困

難であること、家内労働法施行規則第６条第２項により、事務局で各委託者に対し
実態調査を行っていること、専門部会の委員に関係事業者の方が就任していること
をもって意見聴取について省略するとして了承された。

（３）資料の説明、品目の説明について
①事務局から提出資料の説明を行った。

②事務局から電気機械器具製造業最低工賃にかかる品目・工程について説明を行い、
委員から持参されたフィールドコイルの現物を各委員へ回覧した。



（４）金額審議について
【家内労働者代表委員の見解及び主張】

・工賃と言えども、労働の対価と生活の糧であることには変わりない。
・労働基準法、地域別最低賃金、特定最低賃金が適用されない家内労働で働く方々を

保護するためには、最低工賃の引き上げが不可欠である。
・最低工賃は、家内労働者の唯一のセーフティネットであり、一人でも従事者がいる

可能性がある限り、労働実態に見合った工賃に引上げ、最低賃金との均衡を図って
いくべき。

【関係委託者委員の見解及び主張】
・最低工賃の引上げの必要性については理解しているが、対象となるのは、手作業が

必要なもの、自動化が難しいもの、特注品や少量生産品であり、自動化などにより
付加価値を上げて利益を生み出すのは非常に厳しく、最低賃金の引上げと原資とな
るものが少し違うと考える。

・現在の経営環境として、燃料や原材料高、トランプ関税の影響など、経済活動につ
いて逆風が吹き、中小零細企業においては深刻な影響を受けている。

・現在の電機産業については、海外への調達比率が大きい中、家内労働は年々減少傾
向にあり、厳しい経営環境の中で、廃業を避け、雇用を守り、事業を継続する事が
今は最優先事項として考えなければならない。

【一次提示額】
コイル（ 現行：10円64銭 ）

家内労働者側：12円１銭（ １円37銭 引上げ ）
委託者側 ：12円 （ １円36銭 引上げ ）

リード線・シールド線（ 現行：48銭 ）
家内労働者側：55銭（ ７銭 引上げ ）
委託者側 ：54銭（ ６銭 引上げ ）

プリント基板
フォーミング加工（ 現行：56銭 ）

家内労働者側：64銭（ ８銭 引上げ ）
委託者側 ：63銭（ ７銭 引上げ ）

基板差し込み（ 現行：63銭 ）
家内労働者側：72銭（ ９銭 引上げ ）
委託者側 ：71銭（ ８銭 引上げ ）


